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『岐阜県における豚コレラ発生に伴う県内での対応』について

９月９日、岐阜県において豚コレラが発生しましたが、本県での対応状況は以下のと
おりです。現時点で、県内での異常は認められませんが、今後も、引き続き、情報把握
に努めてまいります。

１ 発生を受けての県内での対応状況

○９月 ９日 ・家畜保健衛生所が豚・いのししの県内飼養者（１６戸※）に対し、聞
き取り調査及び注意喚起を実施。県ＨＰに「注意喚起」の文書を掲載
＜調査事項等＞
・異常の有無の確認
・飼養衛生管理の再確認
・早期発見、早期通報の再徹底

＊９／９には３戸連絡がとれなかったが、現時点では、全てに連絡済

○９月１０日 ・家畜保健衛生所が豚・いのしし飼養者への立入検査・指導を開始
＜指導内容等＞
・飼養衛生管理基準の徹底指導と遵守状況の再確認
・消毒薬の配付

・農林部内で危機管理体制の再点検

※県内飼養者 合計１６戸（５，９２１頭）
豚１２戸（５，９０６頭）、いのしし・ミニブタ４戸（１５頭）

２ その他（報道機関へのお願い）

１ 豚コレラは、豚、いのししの病気であり、人に感染することはありません。また、
感染豚の肉が市場に出回ることはありません。

２ 各農場への取材は、本病を含む家畜伝染病のまん延を引き起こすおそれがあること、
農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いい
たします。

３ 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根
拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。



＜参考：岐阜県での発生状況＞
・発生農場：岐阜県岐阜市
・飼養状況：繁殖豚79頭、肥育豚531頭 計610頭

9月 3日 初回通報。豚コレラ否定。経過観察。
9月 5日 当該養豚場の異常は収まらず。

豚コレラを疑う結果とはならず。
9月 7日 当該養豚場の異常が引き続き認められる。

豚コレラを否定できない結果。
9月 8日 豚コレラ疑い。

農研機構動物衛生研究部門で精密検査を実施。
9月 9日 患畜確認（アフリカ豚コレラの感染は否定済み）。
9月 9日 8時30分 殺処分開始
9月10日 5時17分 殺処分完了


